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～ 支える人も支えたい ～ 

ケアラー支援推進月間における広報・啓発について 
 

県では、「岐阜県ケアラー支援条例」に基づき、家族といった身近な人の介護、看護、日常生活上

の世話を無償で行う「ケアラー」の方々への支援に取り組んでいます。 

この取組の一環として、今年度から新たに、１１月１１日の「介護の日」を含む１１月を「ケアラ

ー支援推進月間」と定め、「支える人も支えたい」をキャッチフレーズに、集中的な広報・啓発を行

います。 

記 

１ 実施期間  

令和７年１１月１日（土） ～ ３０日（日） 

２ 実施内容 

（１）啓発動画の配信 

   ６種類（県民向け、ケアラー本人向け、ケアラーを雇用する事業者向け 各２種類）の動画を

以下の媒体で配信 

対象 啓発内容 

県民 困難を抱えるケアラーがおり、ケアラーを社会全体で支える必要があること 

ケアラー本人 ケアの負担を一人で抱える必要はなく、困ったときは周囲に相談してもよいこと 

事業者 事業者として、仕事とケアの両立支援が求められていること 

 【配信媒体】 

①県公式ホームページ（Ｗｅｂ検索キーワード：岐阜県 ケアラー支援） 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/387170.html 

②県庁舎デジタルサイネージ 

③ソーシャルメディア（動画広告）：Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ 

  ④路線バス車内モニター（動画広告）：岐阜バス（１００台）、名阪近鉄バス（２０台） 

（２）啓発チラシの配布 

   ケアラー本人向け、ケアラーを雇用する事業者向けの２種類の啓発チラシを制作し、市町村、

関係機関、当事者団体等を通じて配布 

（３）啓発活動の実施 

   日 時 ： 令和７年１１月１５日（土） １１：００～１４：００ 

   場 所 ： 岐阜市役所庁舎１階 市民交流スペース ミンナト（岐阜市司町４０－１） 

   内 容 ： 啓発物品（クリアファイル・絵本）や啓発チラシの配布、啓発動画の上映 
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＜参考＞ 

○県内のケアラー数（推計）                           （単位：人） 

調査年 総数 うち男性 うち女性 

平成２８年 １１３，０００ ４２，０００ ７２，０００ 

令和 ３年 １１８，０００ ４３，０００ ７５，０００ 

出典：社会生活基本調査（総務省） 

※１５歳以上人口のうち、普段家族の介護をしている方の推計値 

「介護をしている」とは、家族の日常生活における入浴・着替え・トイレ・移動などの際に何らか  

の手助けを行っている状況をいい、病気などで一時的に寝ている人に対する介護は含まない。 
  ※統計表の数値は、総数に分類不能又は不詳の数値を含むため、また、表章単位未満の位で四捨五入

しているため、総数と内訳の合計とは必ずしも一致しない。 

 

○県内のビジネスケアラー数（推計）                       （単位：人） 

調査年 総数 
うち介護休業等制度の

利用あり 

うち介護休業等制度の

利用なし 

平成２９年 ３８，３００ ３，６００ ３４，６００ 

令和 ４年 ４１，１００ ３，７００ ３６，８００ 

出典：就業構造基本調査（総務省） 

※１５歳以上の有業者（仕事が主な者）のうち、介護をしている方の推計値 

「介護をしている」とは、家族の日常生活における入浴・着替え・トイレ・移動などの際に何らか  

の手助けを行っている状況をいい、病気などで一時的に寝ている人に対する介護は含まない。 

  ※「介護休業等制度」とは、介護休業、短時間勤務、介護休暇、残業の免除・制限、フレックス・時

差出勤等をいう。 
  ※統計表の数値は、総数に分類不能又は不詳の数値を含むため、また、表章単位未満の位で四捨五入

しているため、総数と内訳の合計とは必ずしも一致しない。 

 

＜岐阜県ケアラー支援条例＞ 

全てのケアラーが健康で文化的な生活を営むことのできる社会の実現を目的として、ケアラー

支援に関する基本理念、関係者の役割及び基本的施策を定めるもの。議員提案により制定され、

令和６年４月に施行。 

 

＜岐阜県ケアラー支援推進計画＞ 

 ケアラーへの支援を総合的かつ計画的に推進するため、ケアラー支援に関する基本方針、具体

的施策を定めるもの。令和７年３月に策定。 

 

＜介護の日＞ 

 厚生労働省が、介護について理解と認識を深め、介護従事者、介護サービス利用者及び介護家

族を支援するとともに、利用者、家族、介護従事者、それらを取り巻く地域社会における支え合

いや交流を促進する観点から、高齢者や障がい者等に対する介護に関し、国民への啓発を重点的

に実施するための日として、１１月１１日を「介護の日」とした。 

 


